
一時滞在施設運営マニュアル ［簡易版］（一時滞在施設の行動フロー）

事　前

　　　
	
	□　帰宅困難者（屋外滞留者）を受け入れる場所を決めておきます。
□　必要な資機材の保管場所を決めておきます。
□　役割分担を決めておきます。








災害時

　　　［安全確保・一斉帰宅の抑制］

	直後






	□　自身の身の安全を確保します。
□　従業員、施設利用者の安全を確保します。
□　施設の安全を確認します。
□　従業員、施設利用者に対し一斉帰宅の抑制を呼びかけます。






［一時滞在施設の開設準備・開設］

□　大阪市からの一時滞在施設の開設依頼（Twitter、LINE等による発信）により、担当者は参集し、運営体制を確認します。
※緊急の対応が求められる場合、自主的な判断で開設する必要もあります。
□　資機材を準備し、受付や受入場所（受入区域）を設定します。
□　状況に応じて、開設状況を自社SNS・HPにアップします。
□　帰宅困難者（屋外滞留者）の受入にあたって受付を行い、滞在の注意事項を伝えます。
□　受入場所（受入区域）へ誘導し、可能な範囲で物資の提供等に対応します。
〈提供する物資〉
　　　　　・飲料水、食料、アルミブランケット　など
□　状況に応じて、受入状況を自社SNS・HPにアップします。
□　市のTwitter、LINE、防災アプリ等から入手した情報（または大阪市防災アプリ・サイトのQRコード）を掲示板等に掲出します。
　　　〈提供する情報〉
　　　　　・災害情報、避難情報、交通機関や道路の状況　など

















［一時滞在施設の閉設］
□　公共交通機関の運行再開や関西広域連合・大阪府による代替輸送の開始を受けて、大阪市から、SNSを通じて帰宅困難者（屋外滞留者）の受入れ協力要請終了の連絡があります。施設滞在者へ帰宅の案内をします。


	６時間～



















	

	24時間～72時間
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